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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血管内ロータリ血液ポンプであって、カテーテル（１０）と、そのカテーテル（１０）
の先端側に固定され大凡の長軸を有するポンピング装置（５０）と、ポンピング装置（５
０）に堅固連結されており且つ感圧面（３２）を有する少なくとも１個の圧力センサ（２
７，２８Ａ，３０；２８Ｂ，６０）と、を備える血液ポンプにおいて、その感圧面（３２
）が、周囲に対し曝露されており且つ上記大凡の長軸に対し直交整列されていることを特
徴とする血液ポンプ。
【請求項２】
　請求項１記載の血液ポンプであって、上記少なくとも１個の圧力センサがポンピング装
置（５０）のポンプハウジングに固定されており、そのハウジング内で少なくとも１個の
インペラ（５８）が回動する血液ポンプ。
【請求項３】
　請求項２記載の血液ポンプであって、インペラ（５８）・カテーテル（１０）間に少な
くとも１個の第１血液通流開口（５６）を備え、その第１血液通流開口（５６）の付近且
つ先端側に感圧面（３２）が位置することとなるようポンプハウジングに圧力センサが固
定されている血液ポンプ。
【請求項４】
　請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の血液ポンプであって、ポンピング装置（５０
）が、少なくとも１個の第２血液通流開口（５４）を有するフローカニューレ（５３）を
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その先端に有し、血液ポンプ作動中には、ポンピング装置（５０）がその第２血液通流開
口を通じ血液を吸引又は吐出し、上記少なくとも１個の圧力センサが、その第２血液通流
開口（５４）の付近に配置されている血液ポンプ。
【請求項５】
　請求項４記載の血液ポンプであって、フローカニューレ（５３）が、ソフトフレキシブ
ルチップ（５５）を、第２血液通流開口（５４）の先端側に有し、圧力センサの先端（３
０）が、少なくとも部分的に、そのソフトフレキシブルチップ（５５）内に配置されてい
る血液ポンプ。
【請求項６】
　請求項１乃至５のうちいずれか一項記載の血液ポンプであって、圧力センサが、手元端
側から先端側へと外側を通りポンピング装置（５０）沿いに案内されており、且つ、ポン
ピング装置（５０）が、圧力センサの先端（３０；６０）がその中に少なくとも部分的に
配置される窪み（３６；６６）を有する外面を有する血液ポンプ。
【請求項７】
　請求項１乃至６のうちいずれか一項記載の血液ポンプであって、圧力センサの先端（３
０；６０）が、ポンピング装置（５０）の周を越えて径方向に突出しており、且つ、ポン
ピング装置（５０）上、圧力センサの先端（３０；６０）の先端側前方に、ポンピング装
置（５０）の周を越えて同様に突出するバルジ（３５；６５）が設けられている血液ポン
プ。
【請求項８】
　請求項７記載の血液ポンプであって、バルジ（３５；６５）がＵ字状又はＯ字状である
血液ポンプ。
【請求項９】
　請求項７又は８記載の血液ポンプであって、バルジ（３５；６５）が接合剤のビーズで
ある血液ポンプ。
【請求項１０】
　請求項７又は８記載の血液ポンプであって、バルジ（３５；６５）が、ポンピング装置
（５０）の表面上に熔接又は半田付けされている血液ポンプ。
【請求項１１】
　請求項７又は８記載の血液ポンプであって、バルジ（３５；６５）が、ポンピング装置
（５０）の一体部分を形成する血液ポンプ。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のうちいずれか一項記載の血液ポンプであって、圧力センサが、光フ
ァイバ（２８Ａ；２８Ｂ）を有する光学圧力センサであり、その感圧面（３２）が膜であ
り、光ファイバ（２８Ａ，２８Ｂ）がその膜から離隔した場所で終端する血液ポンプ。
【請求項１３】
　請求項１乃至１２のうちいずれか一項記載の血液ポンプであって、感圧面（３２）が、
そのセラミクス面又はガラス面が周囲に対し直に曝露するセラミクス又はガラス膜である
血液ポンプ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血液ポンプを作動させること及び／又は患者の健康状態を評価することにと
り重要であるところの、患者の血管系内の圧力を計測するため、１個又は複数個の圧力セ
ンサを有する血管内ロータリ血液ポンプに関する。
【背景技術】
【０００２】
　血管内ロータリ血液ポンプは、従来の動脈内バルーンポンプ（ＩＡＢＰ）に対する興味
深い代替物であり、心臓の一時的サポートに使用されている。こうした血液ポンプは、心
臓のポンプ作用等をサポートすべく又はこれに代わるべく、経皮的に大腿動脈内等に導入
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され身体の脈管系を通じ案内される。特許文献１は、ポンピング装置及びそのポンピング
装置の手元端(proximal end)に装着されたカテーテルを有すると共に、そのカテーテルを
通り延びる様々なライン例えばポンピング装置用電源ラインを有する血管内ロータリ血液
ポンプを、開示している。そのポンピング装置自体は、モータ部と、そのモータ部の先端
(distal end)に締結されたポンプ部とを備える。そのポンプ部は、その内部で回動するイ
ンペラを伴うその管状ポンプハウジングを備え、そのインペラは、モータ部から突出する
モータシャフト上に存する。ポンプ部の先端からはフローカニューレが延び、血液ポンプ
の作動中には、ポンピング装置により血液がそのフローカニューレを通り吸引される（ポ
ンピング方向反転時には同ポンピング装置により吐出される）。作動中は、開状態の噴門
弁を通じポンピング装置により血液がポンピングされうるよう、そのポンピング装置のフ
ローカニューレを、噴門弁開口を通じ突出させる。更に、この血液ポンプには、インレッ
ト圧及びアウトレット圧を画定するため、ポンプハウジング上及びフローカニューレ上に
圧力センサが外付け装備される。それらインレット圧及びアウトレット圧に関するデータ
は、ポンピング装置の電動モータにおける消費電力と併せ、ポンピング装置のデリバリ速
度及び機能に係る一組の関連情報を形成する。加えて、圧力計測値により、脈管系内血液
ポンプ位置について推論を導き出すことができる。更に、圧力差をモータの現在の消費電
力と比較することにより、ローカル状態と共にキャビテーション及びサッキングを確かめ
ることができる。
【０００３】
　特許文献２は、動脈内バルーンカテーテルと共に採用されうる別種の圧力計測システム
を提示すると共に、そのシステムの短所を指摘している。同文献内で提案されていること
は、代わりに、光ファイバ式圧力センサを伴う動脈内バルーンカテーテルを採用すること
である。その光ファイバ式圧力センサの感圧センサヘッドは、薄膜によって周囲に対し封
止された液充満室内で終端する。その薄膜は、ポンピング装置のハウジングの一部を形成
し、且つ周囲の圧力をその室内の液体に伝達する。その室内で変化する圧力が圧力センサ
によって検出される。フレキシブルな膜により封止された液充満室内にセンサヘッドを配
置することで、心臓サポートポンプの導入及び配置に伴う損傷に抗し圧力センサが保護さ
れる。
【０００４】
　特許文献３は、血管内ロータリ血液ポンプに関連して、光導波路を有する光学圧力セン
サの採用を記述している。ここでも、やはり、ポンプ部のハウジング上にセンサヘッドが
外付け配置される。第２圧力センサは、カテーテルホース本体内を通りポンピング装置の
少し手前でカテーテルホースから出て大動脈弁を通り十分に左心室内に自在突出する、別
の圧力計測用カテーテルとして構成される。同文献記載の光学圧力センサはファブリ・ペ
ロー則に則り働くものであり、本発明との関連でも好適に採用される。この圧力センサの
センサヘッドは、一方で薄い感圧ガラス膜により終端され他方でその内部に光ファイバの
端が突出する、キャビティを有する。感圧ガラス膜は、センサヘッド上に作用する圧力の
大きさに応じ変形する。そのガラス膜上での反射を通じ、光ファイバからの出射光が変調
的に反射され、同光ファイバ内に再び送給される。光ファイバの手元端には一体型ＣＣＤ
カメラを有する評価ユニットが配置され、その評価ユニットにより、干渉パターンの形態
で得られた光が評価される。その結果に基づき、圧力依存電気信号が生成される。
【０００５】
　しかしながら、他種圧力センサ、特に諸種の光ファイバ式圧力センサもまた、本発明と
の関連で適切である。ここに、例えば特許文献４では、いずれも動脈内バルーンカテーテ
ルで採用可能な歪みゲージ型圧力センサ（特にシリコン等の半導体素材を基礎とするセン
サ）及び光ファイバ式圧力センサが併記されている。論じられているのは、就中、光が第
１ファイバを介しミラー上に送られ、そのミラーで反射された光が第２ファイバを介し戻
り評価される、光ファイバ式圧力センサである。そのミラーは、片側で血圧に対し、他側
で参照圧に対し曝露されるダイアフラムの一部である。但し、参照圧の必要がない変形構
成についても特記されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第５９１１６８５号明細書
【特許文献２】欧州特許出願公開第１９１１４８４号明細書（Ａ２）
【特許文献３】国際公開第ＷＯ２０１１／０３９０９１号パンフレット（Ａ１）
【特許文献４】米国特許第６３９８７３８号明細書（Ｂ１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述した圧力計測システム（ともかく血管内ロータリ血液ポンプに適用されるもの）は
、十分に情報に富む計測データをもたらさないときがある。特に、生理学的高周波圧力フ
ラクチュエーションを、スプリアス信号から曖昧さ無しに弁別することができない。
【０００８】
　従って、本発明の目的は、血管内ロータリ血液ポンプに係る圧力計測を改良することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この目的は、請求項１記載の特徴を有する血管内ロータリ血液ポンプにより達成される
。これに従属する請求項に述べられているのは、本発明の秀逸な実施形態及び展開である
。
【００１０】
　この目的に鑑み、本発明に係る血管内ロータリ血液ポンプの好適な実施形態では、一方
ではその圧力が計測されるべき周囲に対し曝露されるよう且つ他方ではそのロータリ血液
ポンプの大凡の長軸に対し直交整列されるよう、その圧力センサの感圧エリアをポンピン
グ装置に堅固に連結することで、カテーテルの先端側に固定されたポンピング装置が圧力
センサと組み合わされる。
【００１１】
　判明したところによれば、圧力センサの感圧エリアをポンピング装置に堅固に連結し、
且つその圧力センサを血液ポンプの長軸に対し直交整列させることで、信号データから最
高２５０Ｈｚに至る生理学的高周波信号を導出することが可能となる。そうした情報は、
心臓の状態又は回復状態を診断する上でかなり重要である。鑑みるに、従来の圧力センサ
による圧力計測では、ロータリ血液ポンプ作動中にアンバランスその他の動的影響でもた
らされる高周波スプリアス信号が、その結果上に重畳する。特に、試行結果によれば、血
管内ロータリ血液ポンプが、作動中に径方向、即ち大凡の長軸を横断する方向に沿い動い
て行ったり来たりする。提案の如く、圧力センサの感圧エリアを長軸に対し直交整列させ
ることで、そうした横断方向運動で感圧エリア上に圧縮力がもたらされることが全くなく
なる。ポンピング装置の作動によって圧力計測結果上に引き起こされる影響、特に高周波
域でのそれは、こうしてほとんど解消される。
【００１２】
　感圧エリアは、例えば、ファブリ・ペロー則に則り働く上述の圧力センサに備わるセン
サヘッドのガラス膜でありうる。しかしながら、センサヘッド自体の計測対象がその前方
にある圧力室内の圧力のみで、その圧力室が感圧膜等によって周囲から分離されている場
合は、前方に存するこの膜が本発明の企図に従い圧力センサの感圧エリアを構成する。重
要なのは、その圧力が計測されるべき周囲に対し圧力伝達エリアが直に接していることで
ある。
【００１３】
　圧力センサとしては、光ファイバを有していて、その間厚保エリアが膜であり、且つそ
の膜から離隔した位置で当該光ファイバが終端する、光学圧力センサが好適に使用される
。この点に関しては特許文献３のコンテンツを参照されたい。これは、光学圧力センサの
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センサヘッドが前方にある圧力室内の圧力を計測しないが、計測対象となる外部の圧力に
対し直に曝露されることを意味している。従って、この圧力センサの応答はより迅速であ
り、しかも、前方に存する圧力室内で増強されかねないところの、あらゆる発振に影響さ
れない。特に、圧力信号が圧力室内媒体の影響を受けない。こうした影響は、さもなけれ
ば、温度及び湿度の影響を通じ非常にたやすく生じうる。
【００１４】
　更に好適なのは、感圧膜として、その表面がその周囲に対し直に接するガラス膜（Ｓｉ
Ｏ2）又はセラミクス膜（例えばＳｉ3Ｎ4）を用いることである。特に、この膜は、その
表面のうち周囲と対面する面上に付加的な被覆を設けることなく血液と接触させる。従来
、この種の膜はポリマ例えばシリコーンで被覆されていて、その被覆が膨張すること、及
び／又は、その被覆の熱膨張係数が膜自体の熱膨張係数と異なる値を呈することがあり得
た。これは、計測結果のドリフトにつながる応力がその膜上に作用する原因となっていた
。従って、周囲に曝露される感圧エリアとして、全く被覆のない膜を採用することにより
、そうした短所を克服し、ひいては計測結果をより良質化することができる。
【００１５】
　計測対象となる圧力イベントに応じ、ロータリ血液ポンプには１個、２個又は３個以上
の圧力センサを装備することができ、またその圧力センサは、ポンピング装置の手元端及
び／又は先端等にて血液ポンプ上に外付け配設すること、及び／又は、ポンピング装置内
例えばフローカニューレ内にも配設することが可能である。
【００１６】
　好ましくは、第１圧力センサをポンピング装置のポンプハウジングに固定し、そのハウ
ジング内で、そのロータリ血液ポンプに備わる１個又は（可能な場合）複数個のインペラ
を回動させる。そのポンピング装置のインペラ・カテーテル間には１個又は複数個の血液
通流開口を設け、その血液通流開口の付近好ましくは当該血液通流開口の先端側に感圧エ
リアを配する。この構成では、噴門弁を通じカテーテルを十分先方まで進めると、圧力セ
ンサが噴門弁の付近に進入した後、更なる進入によって、噴門弁による血液通流開口の閉
止が引き起こされる。血液ポンプがそのポンプアウトレット（又はインレット）と共にス
ライドして大動脈弁の付近に進入したことが直ちにわかる。従って、この圧力センサによ
り、生理学的圧力を計測して心臓の健康状態についての情報を得る、という本来のタスク
に加え、患者の脈管系内で血液ポンプを正確に位置決めする、という機能も実現される。
この構成では、厳密に確実に、且つ圧力を基にした形態で、インレット開口を心腔内に配
し且つアウトレット開口を大動脈内に配することができる。アウトレット開口の先端側に
て圧力センサが１個だけ用いられる構成では、この目的で、ポンプが作動し且つ心臓が収
縮しているときにそのポンプのモータ電流の変調が付加的に考慮される。これにより、イ
ンレット開口が心臓内に位置し且つアウトレット開口が大動脈内に位置しているときに、
脈動ポンプ流、ひいてはまた脈動ポンプモータ電流がもたらされる。
【００１７】
　これに加え又は代え、ポンピング装置の先端に第２圧力センサが配される。ポンピング
装置の先端は通常はフローカニューレで形成され、そのフローカニューレには、そのポン
ピング装置内に血液を取り込む（又はそこから出す）ことができるよう１個又は複数個の
更なる血液通流開口が設けられる。即ち、血液ポンプの作動中はそのポンピング装置によ
り且つフローカニューレを通し血液が吸引（又は吐出）される。圧力センサは、例えばそ
のフローカニューレが心腔壁に対し吸引されていることを認識することができるよう、フ
ローカニューレ内に配することができる。反面、その血液通流開口の付近に位置するよう
フローカニューレ上に圧力センサを外付けし、そこでの生理学的圧力を計測することもま
た重要である。この構成では、心室内圧を、狙いを定めた形態で且つ高い分解能（最高２
５０Ｈｚ）で検出することができる。そこから、圧力ベース心臓拡張（期）の形態で緩和
速度（≒拡張期充満相(diastolic filling phase)の始まり）を計測することにより間接
的に受動的心臓壁ストレスを、或いは心収縮性の形態で心臓の回復を検出することが可能
である。更に、拡張末期充満圧力(end-diastolic filling pressure)を検出することがで
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きるので、血液をまた、所要の如くにポンプで除き、心臓回復の邪魔になるところの、高
い拡張末期圧力での高い壁ストレスを排することができる。
【００１８】
　圧力センサのセンサヘッド（より一般的な語では圧力センサの先端）がポンピング装置
上、例えばポンプハウジング上又はフローカニューレ上に外付け固定された構成では、少
なくともポンピング装置の一部に亘り手元側から先端側へと、ポンピング装置の外面に設
けられていて圧力センサの先端が少なくとも部分的に受容される窪み又はその付近まで、
ポンピング装置に沿い且つその外側で圧力センサを案内するのが望ましい。これにより、
敏感なセンサヘッド及び特にその感圧膜を保護し、血液ポンプが患者の脈管系内に導入さ
れたときにスルース弁又は止血弁と衝突しないようにすることができる。
【００１９】
　しかしながら、ポンピング装置の壁厚が十分でなく、センサヘッドが完全に収まる深さ
の窪みを形成できないため、圧力センサの先端がポンピング装置の周を越え径方向に突出
することもあり得る。そうした場合、特に、血液ポンプが患者の脈管系内に導入されたと
きに止血弁又はスルース弁が圧力センサの先端で捉えられることを防ぐため、センサヘッ
ドから見て先端側前方に、ポンピング装置の周を越え同様に突出するバルジを設けること
が有益である。この点との関連で特に望ましいのは、その窪みを巡り少なくともＵ字状、
可能なら更に完全にＯ字状に、そのバルジを導くことである。こうしたバルジは、例えば
接合剤のビーズにより形成することができ、それはまたセンサヘッドが窪み内に固定され
た後だけで適用することも可能である。そのバルジ特にＵ字状バルジは、また、そのコン
ポーネント上に熔接若しくは半田付けすることも、或いは同コンポーネントの一体部分と
することも可能である。
【００２０】
　以下、別紙図面を参照しつつ例示により本発明を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】大動脈を通り、大動脈弁を通じ左心室内に延びていて、集積型圧力及びキンクセ
ンサを有する血液ポンプを示す図である。
【図２】光ファイバを有する光学圧力センサを示す図である。
【図３】図１に示した血液ポンプに備わるポンピング装置をより詳細に示す図である。
【図４Ａ】図３中の細部Ａを示す側面図である。
【図４Ｂ】図３中の細部Ａを示す平面図である。
【図５Ａ】図３中の細部Ｂを示す側面図である。
【図５Ｂ】図３中の細部Ｂを示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１に、遡行方向に沿い下行大動脈１１内に導入されたカテーテル１０を有する血管内
血液ポンプを示す。下行大動脈は大動脈１２の一部であり、その大動脈は、ひとまず心臓
から上行した後下行しており且つ大動脈弓１４を有している。大動脈１２の始点には左心
室１６を大動脈１２につなぐ大動脈弁１５が存しており、血管内血液ポンプはその大動脈
弁を通り延びている。その血管内血液ポンプは、カテーテル１０に加え、カテーテルホー
ス２０の先端に締結されたロータリポンピング装置５０を備えており、そのロータリポン
ピング装置は、モータ部５１及び及びそこから軸方向に離隔配置されたポンプ部５２を有
すると共に、そのポンプ部５２のインフロー端から先端方向に突出しており且つその端部
にサクションインレット５４が存するフローカニューレ５３を有している。サクションイ
ンレット５４の先端側にはソフトフレキシブルチップ５５があり、これは例えば“豚の尾
”状又はＪ字状に構成することができる。カテーテルホース２０内には、ポンピング装置
５０を作動させる上で肝要な様々なライン及び装置が延びている。図１には、それらのう
ち、その手元端が評価装置１００に装着された２本の光ファイバ２８Ａ，２８Ｂのみが示
されている。これらの光ファイバ２８Ａ，２８Ｂはそれぞれ光学圧力センサの一部であり
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、その光学圧力センサのセンサヘッド３０及び６０は、一方ではポンプ部５２のハウジン
グの外面上に、他方ではサクションインレット５４の外面上に配置されている。センサヘ
ッド３０及び６０によりもたらされた圧力は評価装置１００にて電気信号に変換され、例
えば表示スクリーン１０１上に表示される。
【００２３】
　センサヘッド６０で大動脈圧を計測すること及びセンサヘッド３０で心室内圧を計測す
ることによって、実際の圧力信号を得ることに加え、心臓の回復を調べるための収縮性計
測、ポンピング装置の流量を算出するのに使用される圧力差の画定等を行うことができる
。
【００２４】
　次に、電光圧力計測の原理について、図２を参照しつつより綿密に説明する。図２に、
その内部で光ファイバ２８Ａ（複数本の光ファイバ或いは光ファイバ２８Ｂであってもよ
い）を自在に動かすことが可能なルーメン２７を有する圧力計測用カテーテル２６を示す
。ルーメン２７は、ポリマ特にポリウレタンで形成することやニチノールその他の形状記
憶合金で好適に形成することができ、出口点５７（図１参照）にてカテーテルホース２０
から出すことができ、且つフレキシブルなフローカニューレ５３に沿い例えば外側に配す
ることができる。カテーテルホース２０内では独立したルーメン２７を省略することがで
きる。光ファイバ２８Ａの先端３４には圧力計測用カテーテルのセンサヘッド３０があり
、そのセンサヘッドは、キャビティ３３を終端する薄いセラミクス又はガラス膜３２が組
み込まれたヘッドハウジング３１を有している。その膜３２は感圧性であり、センサヘッ
ド３０上に作用する圧力の大きさに応じ変形する。光ファイバ２８Ａから出射された光は
、この膜上での反射を通じ変調的に反射され、その光ファイバに帰還結合される。これに
は、キャビティ３３を光ファイバ３４で終端することが必要とされない。それは、ヘッド
ハウジング３１を通じ同様に成し遂げられうる。確実にすべきことは、光が入出射時に低
損失で結合されることのみである。光ファイバ２８Ａの手元端、即ち評価装置１００内に
はＣＣＤカメラ、ＣＭＯＳ等のディジタルカメラが配されており、干渉パターンの形態を
とる入来光はそのカメラにより評価される。その結果に基づき圧力依存電気信号が生成さ
れる。カメラによりもたらされた光学パターン又は光像の評価並びに圧力の算出はそのカ
メラに接続されたコンピュータにより実行され、またそのコンピュータにより、モータ作
動型ポンピング装置５０に対する電源供給が圧力信号の評価結果に応じ制御される。
【００２５】
　図２を参照して説明した光学圧力センサはファブリ・ペロー則に則り機能するものであ
るが、ポンピング装置５０の長軸に対し直交配置され且つ周囲に対し曝露している感圧エ
リア（例えば諸種ダイアフラム又は膜）を有する圧力センサである限り、他種圧力センサ
、特に１本又は複数本の光ファイバを有する光学圧力センサを採用することもできる。
【００２６】
　図１に示したポンピング装置５０を図３により詳細に示す。看取できる通り、モータ部
５１からポンプ部５２内に突出しているドライブシャフト５７でインペラ５８が駆動され
るので、血液ポンプ作動中には、フレキシブルなフローカニューレ５３の先端にある血液
通過開口５４を通じ血液が吸引され、血液通流開口５６を通じその血液がインペラ５８付
近で吐出されることになる。また、適宜適合させることで、ポンピング装置５０に逆方向
のポンピングを行わせることもできる。カテーテル１０のカテーテルホース２０を通じポ
ンピング装置５０に導かれているものとしては、上述の光ファイバ２８Ａ，２８Ｂの他に
、モータ部５１用電源ライン５９Ａとパージ流体ライン５９Ｂがある。
【００２７】
　第１圧力センサのセンサヘッド６０は、ポンプ部５２のポンプハウジング上に外付け固
定されている。付随する光ファイバ２８Ｂのうちカテーテルホース２０内の部分は、カテ
ーテルホース２０の同領域内でカテーテル１０が強湾曲したとき光ファイバ２８Ｂが破損
することがないようにするため、ある短距離例えば５ｃｍに亘り細いプラスチックホース
２１内で案内されている。光ファイバ２８Ｂのうちポンピング装置５０外の部分は自在可
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動に配され、ポンピング装置５０の外壁に接合剤で接合されるに留まっている。こうする
ことで、ポンピング装置５０の外断面寸法を抑えることができる。同領域ではポンピング
装置５０がリジッドであり、従って光ファイバ２８Ｂをポンピング装置５０に対し可動に
する必要がないため、こうした光ファイバ２８Ｂの接合が可能である。
【００２８】
　これに対し、第２圧力センサのセンサヘッド３０に至る光ファイバ２８Ａは、ポンピン
グ装置５０の全周に沿いホース又はチューブレット１７、好ましくはニチノールチューブ
レット内に自在可動に配されているので、フローカニューレ５３の曲がり具合が変化した
ときに当該ホース又はチューブレット内でポンピング装置５０に対しシフトさせることが
できる。
【００２９】
　その中を光ファイバ２８Ａ，２８Ｂが通っているホース及び／又はチューブレット２７
は、カテーテルホース２０内へと僅かに延びる形態でもよいが、カテーテルホース２０内
を完全に通り抜け、対応する圧力センサを評価装置１００の接続部内に挿入するためのラ
インの端にある対応するプラグで終端する形態でもよい。光ファイバ２８Ｂ及び光ファイ
バ２８Ａはグラスファイバ、一般にはポリイミド（Ｋａｐｔｏｎ（登録商標））等による
アイソレーション用ポリマ被覆が施されたものするのが望ましい。
【００３０】
　センサヘッド３０及び６０の先端側前方には、それぞれ、止血弁又はスルース弁を通じ
血液ポンプが導入されることによる損傷からそのセンサヘッド３０及び６０を保護するバ
ルジ３５，６５が設けられている。更に、センサヘッド３０及び６０は、それぞれ、ポン
ピング装置５０の窪み３６，６６内にセットされている。これは図３には示されていない
ので、以下、図４Ａ，図４Ｂ及び図５Ａ，図５Ｂを参照して説明する。
【００３１】
　図４Ａに、図３中の細部Ａをより詳細に、且つ部分的に断面にして示す。図４Ｂは、基
本的に同じ細部Ａを示すものであるが、上方からの平面図となっている。図中、センサヘ
ッド６０は、ポンプ部５２の外面上に設けられた窪み６６内に皿孔入り形態(countersunk
 manner)で受容されており、その窪み６６は馬蹄状又はＵ字状のバルジ６５で取り囲まれ
ている。このバルジは、Ｏ字状になるよう閉じることも可能である。同バルジはポンプ部
５２上に接合又は熔接されているが、そのポンプ部の一体部分を形成するようにしてもよ
い。光ファイバ２８Ｂは、同面上に接合されており、且つ２個の血液通流開口５６間のバ
ーに沿って延びている。
【００３２】
　同様にして、第２圧力センサのセンサヘッド３０も、フローカニューレ５３の先端にて
外面上の窪み３６内に皿孔入り形態で受容されている。ここでもまた、その中を光ファイ
バ２８Ａが通っているニチノールチューブレット２７が、２個の血液通流開口５４間のバ
ーの上方を通り抜けている。窪み３６の先端側前方にある点状のバルジ３５は、血液ポン
プの導入に伴う衝突損傷からセンサヘッド３０を保護している。このバルジ３５もまた、
同形態に代えＵ字状又はＯ字状に形成することが可能であり、且つ、特に、フローカニュ
ーレ５３上に接合若しくは熔接すること又はその一体部分とすることが可能である。
【００３３】
　図４Ａ，図４Ｂ及び図５Ａ，図５Ｂにより示したこれら二種類の眺望から、個々の感圧
エリア即ちセラミクス又はガラス膜３２がポンピング装置５０の長軸に対し直交整列され
ていることを、看取することができる。
【００３４】
　また、センサヘッド３０をホース又はチューブレット２７と共にソフトフレキシブルチ
ップ５５上の任意個所まで到達させることや、ソフトフレキシブルチップ５５の壁囲い等
によってそこで機械的に保護することも可能である。センサ膜が壁囲いに対し直交配置さ
れるので、曲げに起因する圧力偽像は少なくなる。曲げに対して保護する必要があるのは
、光導波路３４・センサヘッド３０間の接合連結のみである。これは、チューブレット２
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７を通じ、或いは接合領域における付加的な硬化を通じ、実現することができる。

【図１】 【図２】
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